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子ども・子育て支援金分の新設
医療保険分の税率、課税限度額の見直し

◇子ども・子育て支援金について
　子ども・子育て支援金は、全ての世代や企業が支援金を拠出し、児童手当の拡充や妊婦のための支援給付　な
ど、子育て施策の拡充に活用されます。令和８年度から、加入する医療保険の保険料（税）と合わせてご負　担
いただくことになります。

　健康で安全な暮らしは、私たちみんなの願いです。そのため、誰もが安心して医療機関や薬局を少ない負担で利用でき
るよう、「国民皆保険制度」により、すべての人が医療保険に加入する必要があります。したがって、職場の健康保険や後
期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外は、国民健康保険（国保）に加入しなければなりません。
　国保は、加入者みなさんの状況に応じて公平にお金を出し合い、お互いに助け合う制度です。

個人単位ではなく、世帯単位で課税します。したがって、世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入してい
ても、世帯に国保加入者（被保険者）がいれば、世帯主を国保税の納税義務者として納税通知書をお送りします。

住民税が非課税の方でも、子どもでも、均等割の計算対象です。また、国保税は基礎控除のみのため、住民税が様々な
所得控除により非課税の方でも、所得割の対象となる場合があります。

普通徴収の場合、通常は４月から３月までの１年分（12ヶ月分）を、７月から３月までの９回に分けて納めていただき
ます。そのため、たとえば７月に納める分が、７月に加入している分とは限りません。さらに、国民年金のように毎月
一定額ではなく、加入者の前年収入などによって金額は異なります。また、手続きの時期によっては納付回数も変わる
場合がありますが、年税額は変わりません。

ある月の加入日が月の末日だけでも、その月の分は計算に含みます。一方、ある月は初日から加入していても末日に加
入していなければ、その月の分は計算から除きます。

【 次の条件すべてを満たす世帯は、世帯主の年金から国保税を差し引きます（特別徴収） 】
・世帯主が国保加入者で、世帯内の国保加入者全員の年齢が 65歳から 74歳
・世帯主の特別徴収対象年金（例：老齢基礎年金）が年額 18万円以上
・世帯主の介護保険料と国保税の合算額が特別徴収対象年金額の半分以下
前半（４・６・８月）については前年度の税額から計算した額で仮徴収を行い、後半（10・12・２月）で調整します。申出（口
座振替の申込とは別）により、口座振替への変更が可能です。納付書払いへの変更はできません。
特別徴収になる場合は、通知にてお知らせします。

８ と ９

地域づくり推進課

地域づくり推進課

課税内容についてのお問合せは
納 付 に つ い て の ご 相 談 は

、子ども・子育て支援金分
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２

③18歳以上被保険者
均等割額

【18歳以上均等割】

子ども・子育て
支援金分

（7.5％） （R8年度新設）

（25,200円）

（18,400円）

（660,000円）
7

0.2％

（R8年度新設）
1,200円

（R8年度新設）
100円

（R8年度新設）
800円

（R8年度新設）
30,000円

②の18歳未満の方の均等割額（子ども・
子育て支援金分）の軽減を補うものです。

世帯内の国保加入者の人数に応じ、計算
します。1,200円（子ども・子育て支援金分）
は18歳未満の方は全額軽減されます。

７

31万円

7

令和 2

2 1

1,10

・子ども 子ども・子育て

4　5　6　7　8　9　10　11　12　1　2　3

○　○　○　○　○　○　○　○　○　○　○　○

　　　　○　○　○　○　○　○　○　○　○　○

○　○　○　○　○　○　

◇

○　□　□　□　□　○　○　○　○　○　○　○

◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆

加入
月数

18歳以上均等割対象

18歳以上均等割対象

18歳以上均等割対象

18歳未満軽減対象

個人あん分合計額

314,800

104,500

23,000

20,500

0

加入者の按分額です
全員の合計が世帯の
確定保険税額です
※個別に振り分けられない
　端数の調整については
　一番上の加入者に加算

〈納税通知書 2枚目　上段〉個人別内訳：被保険者それぞれの加入状況や計算に用いた数字とその結果を記載

〈納税通知書１枚目　中段〉算定内訳：税額とその計算過程、税額変更理由などを記載

〈納税通知書１枚目　下段〉期別税額：納付方法や納期ごとの金額、現時点の納付状況などを記載

子ども分

3,240,000
3,240,000
2,100,000
3,240,000

所得割率
（％）

7.10
2.70
2.20
0.20

所得割額
（円）

均等割額
（円）

平等割額
（円）

算　出　額　合　計
（円）被保険者数

（人）
特定
月数

230,040
87,480
46,200
6,480

25,100
8,400
10,800
1,200

4
4
1
4

100,400
33,600
10,800
5,100

18,200
7,200
5,200
800

348,640
128,280
62,200
12,380

被　保　険　者　均　等　割 世帯別平等割
一人あたり
均等割額（円）

子ども分において、均等割額に 18 歳以上均等割額を含んでいます

子ども分

12,550
4,200

600

0
0
0

600

（円）

月割減額
（円）

未就学児軽減額
（円）

産前産後軽減額
（円）

月割賦課額
（円） （円）

確定保険税額
（円）

限度超過額
（円）

加入
月数

34,400
12,700

1,167

16,104
5,440
0

790

285,586
105,940
62,200
9,223

285,500
105,900
62,200
9,200

軽減額

割合

12

最終計算結果です

その他の減免額がある場合は、この欄に記載されます

納　期　限 決定保険税（A） 差引必要納付額（D）

第１期 令和 8年 7月 31 日
第 2期 令和 8年　8月 31 日
第 3期 令和 8年 　9 月 30 日
第 4期 令和 8年 11 月　2日
第 5期 令和 8年 11 月 30 日
第 6期 令和 9年　1月　4日
第 7期 令和 9年　 2月　1日
第 8期 令和 9年　3月　1日
第 9期 令和 9年　3月 31 日

年 　月　  日
年 　月　  日
年 　月　  日
年 　月　  日

合　計

54,800 円
51,000 円
51,000 円
51,000 円
51,000 円
51,000 円
51,000 円
51,000 円
51,000 円

円
円
円
円

462,800 円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

【普通徴収】（納付書、口座引き落し）

各納期限は月末ですが、休日の場合は翌営業日です

462,800円（年税額）を9回（納期）に分け
各期 51,000円（千円未満端数切捨て）とし、余りは第 1期に加算します。

●世帯によっては普通徴収と特別徴収の両方で納めていただく場合がありますが、年税額を二通りに分けて納
　めるだけで、二重払いではありません。
●国保の加入や離脱により税額が変わる場合であっても、変更後の納税通知書が届く前に納期が到来する分は、
　変更前の納税通知書に従って納めてください。再計算の結果、納め過ぎであれば原則お返しします。

Q2：今年度の税率は、いくらでしょうか？

：

：

：

個人別内訳

1

2

3

4

5

、

額

④

④

、【③18歳以上均等割】、【④平等割】を一定割合減額
します（手続き不要）。

、均等割、18 歳以上均等割

（単位：円）

き


